
バ 　ラ　 ン　 ス 　シ　 ー　 ト
（平成１７年３月 ３１日現在）

（単位：千円）

〔資産の部〕 17,188 〔負債の部〕

１．有 形 固 定 資 産 １．固  定  負  債

1,044,468 ( 61 )

1,088,260 ( 63 ) 3,947,821 ( 230 )

467,032 ( 27 )

1,508,710 ( 88 )

2,765,414 ( 161 )

6,020,056 ( 350 ) 1,188,736 ( 69 )

349,960 ( 20 )

6,230,221 ( 362 )

675,054 ( 39 ) 固 定 負 債 合 計 5,136,557 ( 299 )

20,149,175 ( 1,172 )

（ うち土地 6,360,656 ） ( 370 )

２．流動負債

有形固定資産合計 20,149,175 ( 1,180 )

512,467 ( 30 )

２．投　資　等

35,645 ( 2 )

128,502 ( 7 ) 流動負債合計 512,467 ( 30 )

特定目的基金 629,593 ( 37 )

土地開発基金 365,326 ( 21 ) 負  債  合  計 5,649,024 ( 329 )

定額運用基金 359,409 ( 21 )

基　　金　　計 1,354,328 ( 79 )

149,877 ( 9 )

投 資　等　合　計 1,668,352 ( 97 )

３．流　動　資　産 〔正味資産の部〕

財 政 調 整 基 金 457,238 ( 27 ) １．国  庫  支  出  金 1,249,931 ( 73 )

減 債 基 金 71,161 ( 4 )

歳 計 現 金 452,455 ( 26 ) ２．県支出金 1,103,285 ( 64 )

現金・預金計 980,854 ( 57 )

３．一  般  財  源  等 14,914,936 ( 868 )

地 方 税 114,469 ( 7 )

そ の 他 4,326 ( 0 )

未   収   金   計  118,795 ( 7 )

流 動 資 産 合 計 1,099,649 ( 64 ) 正 味 資 産 合 計 17,268,152 ( 1,005 )

資　　産　　合　　計 22,917,176 ( 1,333 ) 負債・正味資産合計 22,917,176 ( 1,333 )

※債務負担行為に関する情報 ①利子補給等に係るもの 249,305 千円

　　※吹き出し中のコメントは、各用語をできるだけ平易に説明するため、一部会計的に厳密な表現とはいえない箇所があります。

　　※住民一人当たりの金額は平成17年3月31日時点の住民基本台帳人口17,188人を用いて算出しています。
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(1) 翌年度償還予定額

バランスシートとは、民間企業における決算書作成の考え方に沿って地
方公共団体が住民サービスを提供するために保有している財産(資産)と、
その資産をどのような財源で調達したか(負債・正味資産)を総括的に対照
表示した一覧表です。ここで示したバランスシートは、平成1７年3月
31日現在の状況を表しています。

『資産』とは、地方公共団体が住民サービスを提供する
ために使用すると見込まれるものをいいます。
『資産』は、有形固定資産、投資等、流動資産に分類さ
れます。

『有形固定資産』とは、長期間にわたって住民サー
ビスを提供するために使用されるものです。具体的
には、土地、建物、機械装置などが該当します。
ここに計上されている金額は、昭和44年4月1日か
ら平成1７年3月31日までに取得したものの累計額
から減価償却の累計額を差し引いた後の金額となっ
ています。
『有形固定資産』は、行政目的別に区分されていま
す。これは、地方公共団体が提供する住民サービス
の種類が大変多いため、どういった分野の住民サー
ビスを提供するための資産を持っているのかがわか
るほうが、建物や備品といった形態別区分よりも有
用と考えられるためです。

＜減価償却＞とは
取得した建物や構築物等は
いつまでも新品ではなく、
時間の経過や使用すること
により資産価値が減りま
す。この価値が減った部分
を資産の価額から控除する
ことを減価償却といいま
す。
資産価値が減った部分を客
観的に算出することは難し
いので、総務省が示した耐
用年数(例：庁舎は50年)で
均等に資産価値が減ると仮
定して計算しています。
時間の経過や使用すること
によって資産価値が減らな
いと考えられる土地は減価
償却を実施しません。

『投資等』には、外郭団体へ
の出資金、住宅建設資金貸付
金、すぐに使う予定のない預
金等の資産を計上していま
す。
目的が決まっていて、将来資
金が必要となるときに使うた
めに保有する預金等を「基
金」として表示しています。

『流動資産』には、現金、
必要に応じてすぐに使える
預金、税金等の未収入金が
計上されます。
また、預金を「財政調整基
金」「減債基金」に区分し
て表示しています。
さらに、その年度の収入か
ら支出を差し引いた残りを
「歳計現金」として表示し
ています。
未収金は、その年度の収入
として確定したが、まだ収
入がないもので、「地方
税」と地方税以外の「その
他」に区分して表示してい
ます。

『負債』とは、住民サービスを提供するために保有する財産に対応
する財源のうち、将来世代が負担する部分をいいます。
『負債』は、固定負債、流動負債に分類します。

『固定負債』とは、バランスシート作成の基準日(平成17
年3月31日)の翌日から1年以降に支払や返済が行われる
予定のものをいいます。

『町債』とは、地方公共団体が負っている借金で、ここ
に計上されているものは、バランスシート作成の基準日
の翌日から1年以降に返済が行われる予定のものです。

『翌年度償還予定額』とは、町債のうち、バランスシー
ト作成の基準日の翌日から1年以内に返済しなければなら
ないものです。

『正味資産』とは、住民サービスを提供するために保有し
ている財産に対応する財源のうち、現在までの世代が負担
した部分をいい、資産から負債を差引いた残額です。

『退職給与引当金』とは、バランスシートの作成の基準
日に全職員が普通退職したと仮定した場合の退職手当支
払見込額です。
退職手当は、実際に退職したときに支払われますが、職
員の在籍時から発生していると考え、負債として計上し
ています。

『国庫支出金』とは、住民サービスを提供するための財産
を取得した財源のうち、国から補助を受けた部分です。

『県支出金』とは、住民サービスを提供するための財産
を取得した財源のうち、県から補助を受けた部分です。

『一般財源等』とは、住民サービスを提供するための財産
を取得した財源のうち、現在までの町民が支払った税金等
による部分です。

　住民または各種団体の借入に係る利息の一部を町が負担している金額です。

『流動負債』とは、バランスシート作成の基準日の翌日
から1年以内に支払や返済をしなければならないものをい
います。


